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□

要

旨

正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
と
は
、
伏
見
稲
荷
社
か
ら
他
所
へ
正
一
位
稲
荷
大
明
神
の
分
霊
を
勧
請
し
て
祀
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
伏
見
稲

荷
社
の
社
家
の
秦
氏
諸
家
や
荷
田
氏
諸
家
、
本
願
所
の
愛
染
寺
が
勧
請
の
際
に
発
給
し
た
多
数
の
安
鎮
証
書
（
勧
請
証
書
）
を
検
討
し
、
第
一
節

で
は
安
鎮
証
書
の
発
給
者
と
勧
請
先
に
つ
い
て
、
第
二
節
で
は
安
鎮
証
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
第
三
節
で
は
安
鎮
幣
料
定
式
と
請
証
に
つ
い
て
論

じ
た
。
第
一
節
と
第
三
節
で
は
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
、
第
二
節
で
は
新
た
に
安
鎮
証
書
の
様
式
に
つ
い
て
基
本

的
な
考
え
方
を
示
し
た
。

本
稿
の
核
と
な
る
の
は
第
二
節
で
、
安
鎮
証
書
の
様
式
は
厳
璽
授
与
系
、
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
、
勧
遷
大
明
神
系
の
三
系
統
に
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
、
こ
れ
ら
の
系
統
は
幕
末
ま
で
併
存
し
て
い
た
こ
と
、
秦
氏
諸
家
の
一
部
は
厳
璽
授
与
系
→
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
→
勧
遷
大
明
神
系
の
順

で
変
遷
し
た
が
、
荷
田
氏
諸
家
や
愛
染
寺
は
一
貫
し
て
厳
璽
授
与
系
を
用
い
続
け
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
安
鎮
証
書
研
究
の
深
化
を

図
っ
た
。

□

キ
ー
ワ
ー
ド

正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書

安
鎮
幣
料
定
式

秦
氏

荷
田
氏

愛
染
寺
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は
じ
め
に

正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
と
は
、
伏
見
稲
荷
社
か
ら
他
所
へ
正
一
位
稲
荷
大
明
神
の
分
霊
を
勧
請
し
て
祀
る
こ
と
で
あ
る
。
稲
荷
大
明

神
の
分
霊
の
勧
請
は
、
神
祇
伯
の
白
川
家
（
京
都
）
や
妻
恋
稲
荷
社
（
江
戸
）
で
も
行
わ
れ
て
い
た
が
（
1
）、

本
稿
で
は
主
流
と
な
る
伏
見
稲

荷
社
の
勧
請
に
つ
い
て
論
じ
る
。
伏
見
稲
荷
社
で
は
社
中
三
社
す
な
わ
ち
社
家
の
秦
氏
と
荷
田
氏
、
本
願
所
の
愛
染
寺
が
遅
く
と
も
元
禄

年
間
か
ら
稲
荷
大
明
神
の
分
霊
の
勧
請
を
始
め
た
と
さ
れ
る
（
2
）。

秦
氏
と
荷
田
氏
で
は
そ
れ
ぞ
れ
邸
内
に
勧
請
場
を
設
け
、
求
め
に
応
じ
て

勧
請
の
儀
式
を
行
い
、
神
璽
（
神
体
）
と
共
に
安
鎮
証
書
な
ど
を
授
与
し
た
。
ま
た
愛
染
寺
も
勧
請
の
儀
式
の
一
部
は
社
家
に
委
託
す
る

も
の
の
、
社
家
同
様
に
勧
請
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
（
3
）。

伏
見
稲
荷
社
が
発
給
し
た
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
（
勧
請
証
書
）
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
関
東
と
そ
の
周
辺
の
安
鎮
証
書

を
多
数
収
集
し
吉
田
家
の
神
号
授
与
状
や
白
川
家
及
び
妻
恋
稲
荷
社
の
勧
請
証
書
と
形
式
な
ど
を
比
較
し
な
が
ら
総
合
的
に
論
じ
た
研
究

や
（
4
）、

愛
染
寺
の
安
鎮
証
書
を
多
数
収
集
し
発
給
者
や
勧
請
先
、
費
用
な
ど
を
論
じ
た
研
究
（
5
）な

ど
が
あ
る
。
両
者
と
も
伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮

証
書
の
研
究
を
進
め
る
に
当
た
り
必
読
の
書
だ
が
、
社
中
三
社
が
発
給
す
る
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
特
化
し
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
の

で
、
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
六
十
一
点
の
伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮
証
書
を
収
集
し
、
そ
れ
を
基
に
作

成
し
た
表
「
伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮
証
書
の
発
給
者
別
記
載
内
容
一
覧
（
江
戸
時
代（

6
））」

を
用
い
て
、
発
給
者
や
勧
請
先
な
ど
先
行
研
究
で

言
及
さ
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
る
と
同
時
に
、
本
文
の
系
統
な
ど
新
た
な
点
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
、
安
鎮
証
書
研
究
の
深

化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
こ
で
本
論
に
入
る
前
に
、
前
提
と
な
る
江
戸
時
代
の
安
鎮
証
書
の
様
式
を
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
。
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正
一
位

（
朱
印
）

稲
荷
大
明
神
安
鎮
之
事

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
依
懇
望
神
事
令
修
行
奉
勧
遷

大
明
神
於
其
清
地
〔
江
州
蒲
生
郡
八
幡
社
内
高
木
亦
十
郎
志
願
也
〕
斎
場
矣
、

無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、
豊
饒
万
福
可
有
守
護
者
、
仍
如
件

慶
応
三
年
十
月

本
宮
祠
官
正
五
位
下
阿
波
守
秦
宿
祢
親
俊
（
朱
印
（
7
））

こ
れ
は
江
戸
時
代
の
安
鎮
証
書
の
一
例
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
他
に
も
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
た
。
記
載
項
目
は
こ
の
安

鎮
証
書
の
よ
う
に
、
題
目
、
勧
請
の
内
容
、
書
止
文
言
、
発
給
年
、
発
給
者
の
順
で
記
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
と
、
発
給
者
の
後
に
宛
名
が
記

さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
が
存
在
し
た
。
形
状
は
竪
紙
で
、
紙
種
は
檀
紙
で
あ
る
。

一
、
安
鎮
証
書
の
発
給
者
と
勧
請
先

ま
ず
安
鎮
証
書
の
発
給
者
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
し
た
通
り
発
給
者
は
社
家
の
秦
氏
と
荷
田
氏
、
本
願
所
の
愛
染
寺
の
社
中
三
者
に

大
別
さ
れ
る
。
秦
氏
か
ら
述
べ
る
と
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
以
後
、
秦
氏
諸
家
は
西
大
西
家
、
東
大
西
家
、
秡
川
家
、
安
田
家
（
下

久
我
）、
安
田
家
（
上
久
我
）
の
西
大
西
系
五
家
、
松
本
家
、
南
松
本
家
、
中
津
瀬
家
、
鳥
居
南
家
の
松
本
系
四
家
、
森
家
、
毛
利
家
の
森

系
二
家
か
ら
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
三
本
家
八
分
家
で
あ
っ
た
。
一
方
、
荷
田
氏
諸
家
は
東
羽
倉
家
、
北
羽
倉
家
の
東
羽
倉
系
二
家
、

西
羽
倉
家
、
京
羽
倉
家
の
西
羽
倉
系
二
家
か
ら
な
っ
て
い
た
（
8
）。

す
な
わ
ち
二
本
家
二
分
家
で
あ
っ
た
。
秦
氏
諸
家
と
荷
田
氏
諸
家
が
就
く

職
に
つ
い
て
は
、
明
和
五
年
以
後
で
は
、
上
か
ら
①
下
社
神
主
、
②
中
社
神
主
、
③
上
社
神
主
、
④
御
殿
預
、
⑤
目
代
、
⑥
正
祢
宜
、
⑦

正
祝
、
⑧
権
祢
宜
、
⑨
権
祝
、
⑩
下
社
祢
宜
（
新
権
祢
宜
）、
⑪
新
権
祝
、
⑫
中
社
祢
宜
、
⑬
上
社
祢
宜
、
⑭
中
社
祝
、
⑮
上
社
祝
、
⑯

田
中
社
祝
、
⑰
権
御
殿
預
、
⑱
権
目
代
の
十
八
種
類
あ
り
、
そ
の
下
に
氏
人
が
置
か
れ
た
（
9
）。

こ
れ
ら
の
内
、
①
下
社
神
主
か
ら
⑤
目
代
ま

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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で
の
上
位
五
人
を
正
官
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
最
上
位
の
①
下
社
神
主
は
惣
官
や
社
務
と
も
呼
ば
れ
た
。
全
十
八
職
の
う
ち
後
述
の
四
職
を

除
く
十
四
職
は
秦
氏
諸
家
が
勤
め
た
。
こ
の
十
四
職
は
本
家
分
家
に
関
係
な
く
勤
務
年
数
を
積
む
こ
と
で
下
位
の
職
か
ら
上
位
の
職
に
昇

進
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
転
任
職
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
全
十
八
職
の
う
ち
④
御
殿
預
、
⑤
目
代
、
⑰
権
御
殿
預
、
⑱
権
目
代
は
荷

田
氏
二
本
家
が
勤
め
た
。
④
御
殿
預
と
⑰
権
御
殿
預
は
東
羽
倉
家
が
、
⑤
目
代
と
⑱
権
目
代
は
西
羽
倉
家
が
世
襲
し
た
の
で
、
譜
代
職

（
世
襲
職
）
と
呼
ば
れ
る
（
10
）。

な
お
北
羽
倉
家
と
京
羽
倉
家
は
氏
人
を
世
襲
し
た
。

愛
染
寺
は
伏
見
稲
荷
社
の
本
願
所
で
あ
り
、
社
殿
の
造
営
や
修
復
、
勧
進
、
出
開
帳
な
ど
を
行
っ
て
い
た
が
、
権
益
を
巡
っ
て
社
家
と

対
立
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
愛
染
寺
住
持
の
伏
見
稲
荷
社
で
の
席
次
は
、
正
官
五
人
に
次
ぐ
六
番
目
で
あ
っ
た
（
11
）。

秦
氏
諸
家
、
荷
田
氏
諸
家
、
愛
染
寺
の
三
者
（
十
六
家
）
の
う
ち
、
表
及
び
先
行
研
究
（
12
）か

ら
現
時
点
で
安
鎮
証
書
の
発
給
を
確
認
で
き

て
い
な
い
家
は
四
家
あ
り
、
秦
系
の
南
松
本
家
と
毛
利
家
、
荷
田
系
の
北
羽
倉
家
と
京
羽
倉
家
で
あ
る
。
南
松
本
家
と
毛
利
家
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
正
官
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
安
鎮
証
書
が
出
て
く
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
北
羽
倉
家
と
京
羽
倉
家
は
そ
れ

ぞ
れ
氏
人
を
世
襲
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
安
鎮
証
書
を
発
給
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ち
な
み
に
表
か
ら
安
鎮

証
書
の
発
給
数
上
位
五
家
を
挙
げ
る
と
、
荷
田
系
の
東
羽
倉
家
十
六
点
、
愛
染
寺
十
一
点
、
秦
系
の
東
大
西
家
七
点
、
松
本
家
七
点
、
西

大
西
家
六
点
と
な
り
、
伏
見
稲
荷
社
内
の
江
戸
時
代
の
発
給
状
況
を
推
し
量
る
参
考
と
な
る
。

そ
れ
で
は
安
鎮
証
書
に
記
さ
れ
た
発
給
者
に
関
す
る
文
言
を
具
体
的
に
見
て
い
く
。
一
つ
目
に
肩
書
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
秦
氏
諸

家
か
ら
見
る
と
、
西
大
西
家
は
「
稲
荷
本
宮
惣
官
社
務
神
主
」、「
本
宮
祠
官
」、
東
大
西
家
は
「
稲
荷
本
宮
神
主
」、「
稲
荷
本
宮
祠
官
」、

秡
川
家
は
「
稲
荷
本
宮
社
司
」、「
稲
荷
本
宮
祠
官
」、
安
田
家
（
上
久
我
）
は
「
本
宮
祠
官
」
な
ど
と
名
乗
っ
て
い
た
。
ま
た
松
本
家
は
「
本

宮
正
官
」、「
本
宮
祠
官
」、
鳥
居
南
家
は
「
稲
荷
本
山
神
主
」、「
惣
本
宮
祠
官
」、
中
津
瀬
家
は
「
稲
荷
本
宮
正
官
」
な
ど
と
名
乗
っ
て
い

た
。
そ
し
て
森
家
は
「
稲
荷
惣
本
宮
正
官
神
主
」、「
稲
荷
惣
本
宮
祠
官
」
と
名
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
秦
氏
諸
家
で
は
基
本
的
に
神
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主
と
し
て
正
官
の
地
位
に
あ
る
者
は
「
本
宮
神
主
」
や
「
本
宮
正
官
」
な
ど
と
名
乗
り
、
そ
の
地
位
に
な
い
者
は
「
本
宮
祠
官
」
な
ど
と

名
乗
っ
て
い
た
。
次
に
荷
田
氏
諸
家
を
見
る
と
、
御
殿
預
を
世
襲
し
た
東
羽
倉
家
は
「
正
官
御
殿
預
」、「
本
宮
正
官
」、
目
代
を
世
襲
し

た
西
羽
倉
家
は
「
本
宮
正
官
惣
目
代
」、「
本
宮
正
官
」
と
名
乗
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
荷
田
氏
二
本
家
で
は
必
ず
「
正
官
」
と
名
乗
っ

て
お
り
、
加
え
て
東
羽
倉
家
で
は
「
御
殿
預
」、
西
羽
倉
家
で
は
「
目
代
」
と
名
乗
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
荷
田
氏
二
本
家
は

秦
氏
諸
家
と
比
べ
、「
正
官
」
と
名
乗
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
愛
染
寺
の
住
持
の
場
合
は
、「
日
本
稲
荷
惣
本
宮

愛
染
寺
」
と
い
う
肩
書
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
天
保
期
よ
り
前
に
は
「
皇
都
稲
荷
本
願
愛
染
寺
」
や
「
日
本
惣
司
稲
荷
山
本
宮
愛

染
寺
」
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
。

二
つ
目
に
神
祇
伯
の
白
川
家
を
通
し
て
朝
廷
か
ら
取
得
し
た
受
領
名
と
位
階
に
つ
い
て
述
べ
る
。
受
領
名
は
秦
系
の
西
大
西
家
が
相
模

守
、
東
大
西
家
が
下
総
守
、
秡
川
家
が
佐
渡
守
、
安
田
家
（
上
久
我
）
が
阿
波
守
、
松
本
家
が
筑
後
守
、
鳥
居
南
家
が
和
泉
守
、
中
津
瀬

家
が
陸
奥
守
、
森
家
が
三
河
守
を
名
乗
っ
て
い
た
。
ま
た
荷
田
系
の
東
羽
倉
家
は
摂
津
守
、
西
羽
倉
家
は
伯
耆
守
を
名
乗
っ
て
い
た
。
な

お
先
行
研
究
で
は
、
安
田
家
（
下
久
我
）
が
安
芸
守
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
13
）。

ま
た
位
階
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
が

従
五
位
か
ら
正
四
位
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
中
に
は
出
世
を
遂
げ
従
三
位
を
名
乗
っ
て
い
た
者
（
大
西
親
臣
）
も
い
る
。
な
お
愛
染
寺
の

住
持
に
つ
い
て
は
当
然
な
が
ら
受
領
名
と
位
階
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

三
つ
目
に
記
載
順
に
つ
い
て
述
べ
る
。
秦
氏
と
荷
田
氏
の
発
給
者
は
原
則
と
し
て
「
正
四
位
下
行
参
河
守
秦
宿
祢
公
府
」（
森
家
・
文
化

六
年
）
の
よ
う
に
、
位
階
、
受
領
名
、
氏
、
姓
、
名
の
順
で
記
さ
れ
て
い
る
（
14
）。

た
だ
し
氏
、
姓
、
名
に
つ
い
て
は
、
十
八
世
紀
中
期
ま
で

は
「
荷
田
信
名
宿
祢
」（
東
羽
倉
家
・
寛
保
二
年
）
や
「
秦
親
方
宿
祢
」（
東
大
西
家
・
寛
延
二
年
）
の
よ
う
に
、
氏
、
名
、
姓
の
順
で
記
さ
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
正
五
位
下
行
伯
耆
守
荷
田
信
度
」（
西
羽
倉
家
・
万
延
元
年
）
の
よ
う
に
姓
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
や
、「
従
三
位

秦
親
臣
」（
西
大
西
家
・
天
明
七
年
）
の
よ
う
に
受
領
名
と
姓
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
例
外
的
に
あ
っ
た
。
な
お
愛
染
寺
の
住
持
の
場
合
は
、

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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「
知
山
」（
天
保
七
年
）
の
よ
う
に
戒
名
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
勧
請
先
に
つ
い
て
述
べ
る
。
表
を
見
る
と
、
勧
請
先
は
三
つ
に
大
別
さ
れ
、「
越
後
国
魚
沼
郡
須
原
村
目
黒
氏
之
鎮
守
」（
東
大
西

家
・
文
政
元
年
）
と
い
っ
た
個
人
の
社
、「
東
蝦
夷
地
オ
サ
ツ
ヘ
村
鎮
守
」（
松
本
家
・
文
化
六
年
）
と
い
っ
た
村
や
町
の
社
、「
肥
前
国
佐
嘉

北
原
村
慈
音
院
之
斎
祠
」（
西
大
西
家
・
元
治
元
年
）
と
い
っ
た
寺
内
の
社
な
ど
か
ら
な
る
。
最
も
多
い
の
は
個
人
の
社
（
三
十
五
点
）
で
、

次
い
で
村
や
町
の
社
（
十
九
点
）
と
な
る
。
個
人
に
は
公
家
（
西
大
西
家
・
嘉
永
七
年
）、
庄
屋
（
東
大
西
家
・
文
政
元
年
）、
商
人
（
鳥
居
南
家
・

明
和
八
年
）
な
ど
様
々
な
身
分
の
者
が
確
認
で
き
る
。
先
行
研
究
で
も
勧
請
先
に
屋
敷
神
（
個
人
の
社
）
が
多
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
稲
荷
信
仰
は
個
人
の
信
仰
と
い
う
傾
向
が
強
い
た
め
（
15
）、

ま
た
個
人
で
も
工
面
で
き
る
安
価
な
祭
式
も
あ
っ

た
た
め
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
後
者
の
理
由
の
根
拠
と
し
て
は
、
表
を
見
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
個
人
の
多
く
が
「
略
祀
式
」（
第

三
節
参
照
）
と
い
う
安
価
な
祭
式
を
選
択
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
、
安
鎮
証
書
の
様
式

そ
れ
で
は
本
稿
の
中
心
と
な
る
安
鎮
証
書
の
様
式
に
つ
い
て
述
べ
る
。
一
つ
目
に
本
文
の
系
統
に
つ
い
て
見
る
。
本
文
に
は
一
見
様
々

な
種
類
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
内
容
に
よ
っ
て
次
の
三
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
厳
璽
授
与
系
（
Ａ
系
）
と
名
付

け
ら
れ
る
系
統
が
あ
り
、
以
下
に
具
体
例
を
挙
げ
る
。

正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
之
事

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、
略
式
修
封
之

厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之
莫
怠
也

文
政
八
年
二
月
豊
日

本
宮
正
官
正
五
位
下
行
摂
津
守
荷
田
宿
祢
信
純
（
朱
印
）
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武
州
川
越
谷
中
村
正
円
寺
殿
（
16
）

こ
れ
は
荷
田
系
の
東
羽
倉
家
の
も
の
で
あ
り
、「
右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、
略
式
修
封
之

厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎

之
莫
怠
也
」
と
い
う
文
章
は
、
厳
璽
授
与
系
の
基
本
形
（
Ａ
１
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
主
旨
は
厳
璽
の
授
与
、
祭
祀
の
精
勤
で
あ
る
。

文
言
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
秦
系
の
東
大
西
家
、
秡
川
家
、
松
本
家
、
鳥
居
南
家
、
荷
田
系
の
東
羽
倉
家
、
西
羽
倉
家
、
そ
し

て
愛
染
寺
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
か
ら
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ま
で
使
用
を
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
東

大
西
家
と
秡
川
家
で
は
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
と
は
言
え
、
厳
璽
授
与
系
基
本
形
（
Ａ
１
）

は
広
く
社
中
三
者
で
用
い
ら
れ
て
い
た
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
な
お
厳
璽
授
与
系
に
は
基
本
形
（
Ａ
１
）
以
外
に
少
な
く
と
も
五
つ
の
パ

タ
ー
ン
（
Ａ
２
～
Ａ
６
）
を
確
認
で
き
る
。
ち
な
み
に
厳
璽
と
は
神
璽
の
こ
と
で
、「
正
一
位
稲
荷
大
明
神
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
八
角
柱
ま

た
は
四
角
柱
の
神
体
を
指
す
と
さ
れ
る
（
17
）。

第
二
に
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
（
Ｂ
系
）
と
名
付
け
ら
れ
る
系
統
が
あ
り
、
以
下
に
具
体
例
を
挙
げ
る
。

正
一
位
稲

（
朱
印
）

荷
大
明
神
安
鎮
之
事

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
其
主
之
志
願
有
年
矣
、
今
復
頻
依
懇
望
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
京
都
東
洞
院
通
仏
光
寺
上
ル
古
沢
家
主

尊
敬
鎮
守
之
祠
也
〕
者
也
、

神
璽
到
日
宜
祓
除
其
祠
而
永
世
奉
安
鎮
也
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
者
、
其
家
繁
栄
豊
饒
万
幸
可
有
守
護

者
、
仍
如
件

文
化
六
歳
季
秋
豊
日

城
州
紀
伊
郡
稲
荷
惣
本
宮
正
官
神
主
正
四
位
下
行
参
河
守
秦
宿
祢
公
府
（
朱
印
（
18
））

こ
れ
は
秦
系
の
森
家
の
も
の
で
あ
り
、「
右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
其
主
之
志
願
有
年
矣
、
今
復
頻
依
懇
望
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧

請
先
省
略
〕
者
也
、

神
璽
到
日
宜
祓
除
其
祠
而
永
世
奉
安
鎮
也
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
者
、
其
家
繁
栄
豊
饒
万
幸
可
有
守
護
者
」
と
い
う

文
章
は
、
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
の
基
本
形
（
Ｂ
１
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
主
旨
は
稲
荷
大
明
神
の
勧
遷
、
祓
除
と
永
世
安
鎮
、
祭
祀
の

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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精
勤
、
幸
福
の
招
来
で
あ
る
。
文
言
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
秦
系
の
西
大
西
家
、
東
大
西
家
、
鳥
居
南
家
、
森
家
で
用
い
ら
れ

て
お
り
、
遅
く
と
も
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
か
ら
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ま
で
使
用
を
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
西
大
西
家
と
東
大
西
家
で

は
短
い
期
間
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
は
、
現
時
点
で
は
基
本
形
（
Ｂ
１
）
以
外
確
認

で
き
て
い
な
い
。

第
三
に
勧
遷
大
明
神
系
（
Ｃ
系
）
と
名
付
け
ら
れ
る
系
統
が
あ
り
、
以
下
に
具
体
例
を
挙
げ
る
。

正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
事

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
略
祀
式
修
行
奉
勧
遷

大
明
神
於
其
清
地
〔
越
後
国
魚
沼
郡
須
原
村
目
黒
氏
之
鎮
守
也
〕
斎
場
矣
、

祭
祀
無
怠
於
尊
信
、
豊
饒
万
福
可
有
守
護
者
也

文
政
元
年
六
月
吉
旦

城
州
紀
伊
郡
稲
荷
惣
本
宮
祠
官
従
四
位
上
行
下
総
守
秦
宿
祢
親
寔
（
朱
印
）（
朱
印
（
19
））

こ
れ
は
秦
系
の
東
大
西
家
の
も
の
で
あ
り
、「
右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
略
祀
式
修
行
奉
勧
遷

大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省

略
〕
斎
場
矣
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
、
豊
饒
万
福
可
有
守
護
者
也
」
と
い
う
文
章
は
、
勧
遷
大
明
神
系
の
基
本
形
（
Ｃ
１
）
と
位
置
付
け
ら

れ
る
。
主
旨
は
稲
荷
大
明
神
の
勧
遷
、
祭
祀
の
精
勤
、
幸
福
の
招
来
で
あ
る
。
文
言
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
秦
系
の
西
大
西
家
、

東
大
西
家
、
秡
川
家
、
安
田
家
（
上
久
我
）、
中
津
瀬
家
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
遅
く
と
も
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
か
ら
江
戸
時
代
の
終

わ
り
ま
で
使
用
を
確
認
で
き
る
。
な
お
勧
遷
大
明
神
系
に
は
基
本
形
（
Ｃ
１
）
以
外
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
（
Ｃ
２
～
Ｃ
３
）

を
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
三
系
統
基
本
形
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
一
点
目
に
本
文
の
様
式
に
つ
い
て
述
べ
る
。
Ａ
１
と
そ
れ
以
外
を
比
較
す
る
と
、
Ａ
１

は
厳
璽
の
授
与
と
い
う
表
現
で
勧
請
先
が
宛
名
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｂ
１
と
Ｃ
１
は
稲
荷
大
明
神
の
勧
遷
と
い
う
表
現
で

勧
請
先
が
文
中
に
書
か
れ
て
お
り
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
１
や
Ｃ
１
に
は
「
清
地
」
と
い
う
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
神
聖
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な
場
所
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
幸
福
を
招
来
す
る
と
い
う
表
現
も
追
加
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
１
と
比
べ
詳
細
化
し
て
い

る
。
Ｃ
１
と
そ
れ
以
外
を
比
較
す
る
と
、
Ａ
１
や
Ｂ
１
に
は
「
厳
璽
」
や
「
神
璽
」
と
い
っ
た
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｃ

１
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｂ
１
と
Ｃ
１
を
比
較
す
る
と
、
Ｃ
１
に
は
祓
除
と
永
世
安
鎮
と
い
う
表
現
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
Ｂ

１
の
省
略
形
と
言
え
る
。
な
お
三
者
と
も
祭
祀
の
精
勤
を
命
じ
て
い
る
点
は
共
通
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
文
の
様
式
は
Ａ
１
と
Ｃ

１
が
最
も
遠
く
、
Ｂ
１
と
Ｃ
１
が
最
も
近
い
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
１
―
―
Ｂ
１
―
Ｃ
１
」
の
関
係
に
な
る
と
言
え
る
。

参
考
と
し
て
神
祇
伯
の
白
川
家
の
勧
請
証
書
を
挙
げ
、
三
系
統
基
本
形
の
様
式
を
考
え
る
手
助
け
と
し
た
い
。

正
一
位

（
朱
印
）

稲
荷
大
明
神
安
鎮
之
事

右
城
州
紀
伊
郡
本
宮
同
座
勧
遷
、
神
璽
依
懇
願
被
令
授
与
畢
、
於
其
清
地
祭
祀
慎
莫
怠
、
万
福
可
有
守
護
也
者
、
執
達
仍
而
如
件

寛
政
十
一
己
未
年
二
月
豊
日

（
朱
印
）
神
祇
伯
王
殿
家
執
役
（
朱
印
）

武
州
多
摩
郡
和
泉
村
谷
田
部
甚
五
左
衛
門
殿
、
同
総
氏
子
中
（
20
）

主
旨
は
本
宮
同
座
勧
遷
、
神
璽
の
授
与
、
祭
祀
の
精
勤
、
幸
福
の
招
来
で
あ
り
、
勧
請
先
が
宛
名
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
本
宮

同
座
勧
遷
と
は
、
伏
見
稲
荷
社
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
を
他
所
に
同
格
で
勧
請
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
21
）。

こ
の
事
例
か
ら
は
、「
稲
荷

大
明
神
を
勧
遷
す
る
に
当
た
り
神
璽
を
授
与
す
る
」
と
い
う
表
現
が
最
も
丁
寧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
三
系
統

基
本
形
の
Ａ
１
は
稲
荷
大
明
神
の
勧
遷
が
省
略
さ
れ
た
も
の
、
Ｃ
１
は
神
璽
の
授
与
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
Ｂ
１
は
勧
遷

と
神
璽
の
両
者
が
登
場
す
る
の
で
、
白
川
家
の
も
の
と
主
旨
的
に
は
最
も
近
い
と
言
え
る
。

二
点
目
に
新
旧
、
使
用
期
間
、
使
用
者
に
つ
い
て
述
べ
る
。
東
大
西
家
を
見
る
と
、
Ａ
１
→
Ｂ
１
→
Ｃ
１
の
順
番
で
変
遷
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
三
系
統
基
本
形
で
最
も
古
い
の
は
Ａ
１
、
最
も
新
し
い
の
は
Ｃ
１
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
全
て
の
家
が
こ
の
三
段
階

で
変
化
し
た
の
で
は
な
く
、
Ａ
１
を
幕
末
に
用
い
て
い
た
家
（
松
本
家
な
ど
）
や
、
Ｂ
１
を
幕
末
に
用
い
て
い
た
家
（
鳥
居
南
家
）
が
確
認

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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で
き
る
の
で
、
幕
末
ま
で
三
系
統
基
本
形
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
使
用
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
系
統
基
本
形
で

最
も
長
い
の
が
Ａ
１
、
最
も
短
い
の
が
Ｃ
１
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
Ａ
１
は
社
中
三
者
で
用
い
ら
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
Ｂ
１
と
Ｃ
１
は
秦
氏
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
荷
田
氏
と
愛
染
寺
は
Ａ
１
の
み
、
秦
氏
は
Ａ

１
、
Ｂ
１
、
Ｃ
１
の
三
つ
を
用
い
て
い
た
。
な
お
秦
氏
全
体
で
は
三
系
統
を
用
い
て
い
た
と
は
い
え
、
三
本
家
八
分
家
も
あ
る
た
め
か
、

系
統
が
変
遷
し
た
家
（
東
大
西
家
な
ど
）
と
し
な
か
っ
た
家
（
松
本
家
）
が
存
在
し
、
秦
氏
内
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

三
点
目
に
発
給
数
と
各
系
統
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
る
。
表
に
よ
る
と
、
現
存
数
の
降
順
は
Ａ
１
（
三
十
二
点
）、
Ｃ
１
（
十
三
点
）、

Ｂ
１
（
五
点
）、
使
用
者
数
の
降
順
は
Ａ
１
（
七
家
）、
Ｃ
１
（
五
家
）、
Ｂ
１
（
四
家
）、
使
用
期
間
の
降
順
は
Ａ
１
（
一
七
四
九
年
か
ら
）、

Ｂ
１
（
一
七
八
三
年
か
ら
）、
Ｃ
１
（
一
七
九
三
年
か
ら
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
給
数
は
Ａ
１
が
最
も
多
く
、
Ｂ
１
が
最
も
少
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
各
系
統
の
種
類
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
Ａ
系
は
六
種
類
、
Ｂ
系
は
一
種
類
、
Ｃ
系
は
三
種
類
存
在
し
た
が
、
Ａ
系
の
種

類
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
最
古
の
系
統
で
あ
り
、
社
中
三
者
で
広
範
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
基
本
形
（
Ａ
１
）
に
収
斂
す
る
ま
で
に
多

く
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
Ａ
系
で
は
祭
式
の
グ
レ
ー
ド
（
第
三
節
で
詳
述
）
に
よ
り
、

本
文
の
様
式
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。
具
体
例
を
挙
げ
る
。

正
一
位
稲
荷
五
社
大
明
神
安
鎮
之
事

右
本
宮
之
奥
秘
而
所
以
猥
警
修
封
之
也
、
雖
然
今
般
為
武
州
入
間
郡
金
子
郷
中
神
村
浅
見
基
次
郎
殿
鎮
守
、
請
安
鎮
本
宮
之
神
霊
、

因
謹
而
本
祀
式
修
封
之

厳
璽
令
授
与
焉
、
永
奉
祭
祀
無
怠
、
可
為
其
所
安
全
長
久
繁
栄
之
鎮
護
者
也

文
化
七
年
正
月
廿
三
日

本
宮
正
官
惣
目
代

正
四
位
下
行
伯
耆
守
荷
田
宿
祢
信
賢
（
朱
印
（
22
））

こ
れ
は
西
羽
倉
家
の
Ａ
５
様
式
で
あ
り
、
基
本
形
（
Ａ
１
）
と
比
べ
る
と
、
幸
福
の
招
来
が
記
さ
れ
て
い
る
な
ど
表
現
が
丁
寧
と
言
え

る
。
こ
れ
と
東
羽
倉
家
の
Ａ
５
様
式
の
事
例
（
寛
政
八
年
）
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
両
家
で
は
グ
レ
ー
ド
の
高
い
「
大
祀
式
」
や
「
本
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祀
式
」
な
ど
の
厳
璽
を
授
与
す
る
場
合
は
Ａ
５
様
式
、
そ
れ
以
外
は

基
本
形
（
Ａ
１
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
両
者
は
併
用
さ
れ
て
い
た

と
言
え
る
。
な
お
愛
染
寺
で
は
「
太
々
祀
式
」（
天
保
十
四
年
）
や
「
大

祀
式
」（
天
保
十
一
年
）
の
厳
璽
を
授
与
す
る
場
合
で
も
、
基
本
形

（
Ａ
１
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
西
羽
倉
家
な
ど
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

一
つ
目
の
本
文
の
系
統
以
外
に
も
、
安
鎮
証
書
の
様
式
に
つ
い
て

い
く
つ
か
論
ず
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
二
つ
目
に
題
目
の
表
記
に
つ
い

て
述
べ
る
。
稲
荷
大
明
神
は
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
に
「
正
一
位
」

の
神
階
を
勅
許
さ
れ
、
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
に
分
霊
に
「
正
一

位
」
を
添
え
て
勧
請
す
る
こ
と
を
勅
許
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
23
）。

そ
の
た
め
多
く
の
題
目
は
「
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
之
事
」
と
あ

る
。
し
か
し
中
に
は
「
正
一
位
久
次
郎
稲
荷
大
明
神
安
鎮
之
事
」（
東

羽
倉
家
・
寛
政
八
年
）
な
ど
固
有
名
を
伴
っ
た
題
目
も
あ
り
、
秦
氏

の
も
の
よ
り
も
荷
田
氏
や
愛
染
寺
の
も
の
に
多
く
見
ら
れ
る
。
厳
密

に
言
え
ば
、「
正
一
位
稲
荷
大
明
神
」
の
分
霊
を
勧
請
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
勧
請
先
が
「
正
一
位
稲
荷
大
明
神
」
と
名
乗
る
こ
と
を
指

し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
正
一
位
〇
〇
稲
荷
大
明
神
」
と
名
乗
る
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
24
）。「

〇
〇
稲
荷
大
明
神
」
が
「
正
一

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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位
〇
〇
稲
荷
大
明
神
」
と
名
乗
る
に
は
、
別
途
「
正
一
位
」
の
勅
許
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
文
化
期
の
社
家

と
愛
染
寺
と
の
稲
荷
勧
請
に
関
す
る
公
事
の
結
果
、
幕
府
が
両
者
に
固
有
名
を
伴
っ
た
「
〇
〇
稲
荷
大
明
神
」
に
「
正
一
位
」
の
神
階
を

添
え
て
勧
請
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
（
25
）。

し
か
し
そ
の
後
も
発
給
は
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
天
保
十
四
年
の
「
正
一
位

国
豊
稲
荷
大
明
神
」（
愛
染
寺
）、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
「
正
一
位
虎
尾
稲
荷
大
明
神
」（
東
羽
倉
家
）、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
「
正

一
位
光
玉
稲
荷
大
明
神
」（
松
本
家
）
の
安
鎮
証
書
な
ど
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
社
中
三
者
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
一
般
的
な

「
正
一
位
稲
荷
大
明
神
」
の
安
鎮
証
書
を
作
成
す
る
と
同
時
に
、
疑
義
の
あ
る
固
有
名
を
伴
っ
た
正
一
稲
荷
大
明
神
の
安
鎮
証
書
も
作
成

し
続
け
て
い
た
。

三
つ
目
に
日
の
表
記
に
つ
い
て
述
べ
る
。
表
を
見
る
と
「
豊
日
」
が
半
数
以
上
を
占
め
、
残
り
は
「
吉
日
」、「
吉
辰
」、「
吉
旦
」、「
吉

祥
日
」
な
ど
の
吉
日
系
、「
初
午
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
稲
荷
大
明
神
の
勧
請
の
日
に
「
豊
日
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
稲

荷
大
明
神
が
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
存
在
の
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
、「
初
午
」
と
も
ど
も
江
戸
時
代
の
一
般
的
な
書
状
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
、
安
鎮
証
書
な
ら
で
は
の
日
付
の
表
記
と
言
え
る
。
な
お
家
別
に
見
る
と
、
秦
系
の
秡
川
家
、
松
本
家
、
森
家
、
荷
田
系
の
東
羽

倉
家
、
西
羽
倉
家
は
「
豊
日
」
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
愛
染
寺
と
秦
系
の
東
大
西
家
は
吉
日
系
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

四
つ
目
に
法
量
に
つ
い
て
述
べ
る
。
法
量
を
取
得
で
き
た
の
は
全
部
で
十
二
点
で
、
内
訳
は
秦
系
の
西
大
西
家
が
五
点
の
他
は
、
東
大

西
家
、
安
田
家
（
上
久
我
）、
松
本
家
、
鳥
居
南
家
、
森
家
、
荷
田
系
の
東
羽
倉
家
、
西
羽
倉
家
が
一
点
ず
つ
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
長

辺
長
約
四
十
五
㎝
～
五
十
㎝
、
短
辺
長
約
三
十
三
～
三
十
五
㎝
の
サ
イ
ズ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
長

辺
長
約
五
十
七
㎝
～
六
十
㎝
、
短
辺
長
約
四
十
二
㎝
～
四
十
五
㎝
の
サ
イ
ズ
が
社
家
の
一
部
す
な
わ
ち
西
大
西
家
や
鳥
居
南
家
、
東
羽
倉

家
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
後
者
は
前
者
に
比
べ
長
辺
長
が
最
低
で
も
約
七
㎝
、
短
辺
長
が
最
低
で
も
約
七
㎝
も
長
く

な
っ
て
お
り
、
大
型
化
し
て
い
る
。
大
型
化
の
目
的
は
、
視
覚
的
に
安
鎮
証
書
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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三
、
安
鎮
幣
料
定
式
と
請
証

本
節
で
は
勧
請
の
手
続
き
に
お
い
て
、
安
鎮
証
書
と
一
連
の
関
係
に
あ
る
安
鎮
幣
料
定
式
と
請
証
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
準
備
段
階
で

必
要
と
な
る
、
稲
荷
大
明
神
安
鎮
の
種
類
（
グ
レ
ー
ド
）
と
料
金
が
記
さ
れ
た
安
鎮
幣
料
定
式
を
見
る
。
第
一
に
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

よ
り
前
の
事
例
を
見
る
と
、
西
大
西
家
の
「
御
安
鎮
幣
物
定
式
」（
年
不
詳
）
に
は
、
太
祀
式
（
判
金
一
枚
）、
本
祀
式
（
白
銀
五
枚
）、
中

祀
式
（
白
銀
三
枚
）、
小
祀
式
（
金
五
百
匹
）、
略
式
（
金
三
百
匹
）、
式
外
（
金
二
百
匹
）
の
六
種
類
が
記
さ
れ
て
い
る
（
26
）。

ま
た
秡
川
家
の
「
安

鎮
幣
物
料
」（
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
以
前
か
）
に
は
大
祀
式
か
ら
略
式
ま
で
の
五
種
類
（
27
）、

中
津
瀬
家
の
「
御
安
鎮
幣
物
料
定
式
」（
寛

政
十
二
年
以
前
か
）
に
は
太
祀
式
か
ら
略
祀
式
ま
で
の
五
種
類
（
28
）、

そ
し
て
松
本
家
の
「
御
安
鎮
幣
物
料
定
式
」（
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
以
前
）

に
は
大
祀
式
か
ら
小
祀
式
ま
で
の
四
種
類
が
記
さ
れ
て
い
る
（
29
）。

こ
の
よ
う
に
秦
氏
諸
家
の
安
鎮
の
種
類
に
は
、
大
祀
式
（
太
祀
式
）
～
小

祀
式
の
共
通
項
目
と
略
祀
式
（
略
式
）
や
式
外
の
追
加
項
目
が
あ
り
、
家
ご
と
に
追
加
項
目
に
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
各
項
目
の
料

金
は
同
じ
で
あ
り
、
秦
氏
諸
家
で
は
基
本
と
な
る
部
分
が
共
通
す
る
定
式
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
元
治
元
年
の
改
正
後
の
事
例
を
見
る
と
、
西
大
西
家
の
「
御
安
鎮
幣
料
定
式
」
に
は
、
大
々
祀
式
（
金
二
十
両
）、
大
祀
式
（
金

七
両
二
歩
）、
本
祀
式
（
金
三
両
）、
中
祀
式
（
金
二
両
）、
小
祀
式
（
金
一
両
一
歩
）、
略
祀
式
（
金
三
歩
）、
大
略
祀
式
（
金
二
歩
）
の
七
種

類
が
記
さ
れ
て
い
る
（
30
）。

ま
た
森
家
の
「
御
安
鎮
幣
料
定
式
」
も
（
31
）、

愛
染
寺
の
「
御
安
鎮
幣
料
定
式
」
も
同
内
容
で
あ
る
（
32
）。

こ
れ
ら
の
定
式

に
は
「
一
社
中
改
正
」
と
あ
り
、
元
治
元
年
に
「
一
社
中
」
す
な
わ
ち
秦
氏
、
荷
田
氏
、
愛
染
寺
の
全
て
が
こ
の
定
式
に
変
更
し
た
よ
う

で
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
変
更
点
は
、
大
祀
式
～
略
祀
式
の
五
段
階
の
最
上
段
に
大
々
祀
式
、
最
下
段
に
大
略
祀
式
が
付
け
加
え
ら
れ
た
点

で
あ
り
、
勧
請
希
望
者
の
細
か
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
変
更
か
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
社
中
三
者
は
経
済
面
な
ど
で
競
合
関
係

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）

―13―



に
あ
り
各
々
対
立
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
（
33
）、

安
鎮
幣
料
定
式
に
つ
い
て
は
元
治
元
年
以
前
、
以
後
と
も
社
中
三
者
で
協
調
し
て
、

基
本
と
な
る
部
分
が
共
通
す
る
定
式
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
（
34
）。

な
お
表
を
見
る
と
、
安
鎮
の
種
類
が
判
明
す
る
も
の
が
四
十
六
点

あ
り
、
内
訳
は
太
々
祀
式
一
点
、
大
祀
式
二
点
、
本
祀
式
四
点
、
中
祀
式
三
点
、
小
祀
式
六
点
、
略
祀
式
二
十
八
点
、
大
略
祀
式
二
点
と

な
り
、
勧
請
先
の
半
数
以
上
が
安
価
な
略
祀
式
を
選
択
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
請
証
を
見
る
。
請
証
は
稲
荷
大
明
神
の
安
鎮
が
済
ん
だ
後
に
、
勧
請
依
頼
者
か
ら
社
家
な
ど
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
、
社
家
な
ど

が
示
し
た
雛
形
に
則
っ
て
作
成
さ
れ
た
。

請
証

一
御
本
宮
正
一
位
稲
荷
大
明
神
御
安
鎮
願
望
之
所
、
御
神
物
御
授
与
被
成
下
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
ニ
付
御
公
辺
を
始
領
主
地

頭
御
察
当
筋
者
勿
論
、
妖
妄
怪
異
之
儀
相
企
候
存
心
毛
頭
無
御
座
候
、
全
因
信
仰
御
願
申
候
得
者
、
永
々
無
怠
御
祭
祀
可
奉
尊
敬

候
、
御
礼
之
序
為
念
、
仍
而
如
件

但
鎮
守
御
在
所
者
当
町
東
側
中
程
町
中
持
家
屋
敷
地
面
之
奥
庭
ニ
御
座
候
事

文
政
四
巳
年
十
一
月
十
七
日

釜
座
通
御
池
上
ル
下
松
屋
町
、
年
寄
奥
野
屋
正
右
衛
門
（
印
）、
五
人
組
惣
代
丹
後
屋
源
兵
衛
（
印
）

稲
荷
大
本
宮
神
主
大
西
三
位
殿
、
大
西
相
模
守
殿
（
35
）

こ
れ
は
西
大
西
家
に
提
出
さ
れ
た
請
証
で
あ
り
、
他
に
東
大
西
家
の
も
の
（
36
）や

東
羽
倉
家
の
も
の
（
37
）を

確
認
で
き
る
。
前
二
者
と
後
者
で
は

文
言
が
異
な
る
も
の
の
、
三
者
と
も
主
旨
は
稲
荷
大
明
神
安
鎮
の
感
謝
に
加
え
、
幕
府
な
ど
が
承
諾
済
み
で
あ
る
こ
と
、
怪
し
い
用
い
方

を
し
な
い
こ
と
、
祭
祀
を
精
勤
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
社
家
に
誓
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
社
家
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ
類
似
の
請
証
の
雛

形
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
が
、
愛
染
寺
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
多
数
の
伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮
証
書
を
収
集
し
、
そ
れ
を
基
に
作
成
し
た
表
を
用
い
な
が
ら
、
様
々
な
角
度
か
ら
安
鎮
証
書
に

つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
節
で
は
安
鎮
証
書
の
発
給
者
と
勧
請
先
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
前
者
で
は
、
三
本
家
八
分
家
か
ら
な
り
転
任
職
に
就
く
秦
氏
諸

家
、
二
本
家
二
分
家
か
ら
な
り
本
家
が
譜
代
職
（
世
襲
職
）
に
就
く
荷
田
氏
諸
家
、
そ
し
て
本
願
所
の
愛
染
寺
が
存
在
し
、
秦
氏
諸
家
で

は
正
官
の
地
位
に
あ
る
者
は
「
本
宮
神
主
」
や
「
本
宮
正
官
」
と
名
乗
り
、
荷
田
氏
二
本
家
は
「
正
官
」
の
身
分
を
重
視
し
て
い
た
の
で

「
正
官
」
プ
ラ
ス
世
襲
職
名
を
名
乗
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
後
者
で
は
、
勧
請
先
は
個
人
の
社
（
屋
敷
神
）、

村
や
町
の
社
、
寺
内
の
社
に
大
別
さ
れ
る
が
、
稲
荷
大
明
神
の
勧
請
に
は
個
人
で
も
工
面
で
き
る
安
価
な
祭
式
も
あ
っ
た
た
め
、
個
人
の

社
が
多
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

第
二
節
で
は
本
題
と
な
る
安
鎮
証
書
の
様
式
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
本
文
の
系
統
を
中
心
に
論
じ
た
。
本
文
の
系
統
は
厳
璽
授
与
系

（
Ａ
系
）、
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
（
Ｂ
系
）、
勧
遷
大
明
神
系
（
Ｃ
系
）
の
三
系
統
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
形
の
様
式

を
比
較
す
る
と
、
厳
璽
授
与
系
基
本
形
（
Ａ
１
）
と
勧
遷
大
明
神
系
基
本
形
（
Ｃ
１
）
が
最
も
遠
く
、
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
基
本
形
（
Ｂ
１
）

と
勧
遷
大
明
神
系
基
本
形
（
Ｃ
１
）
が
最
も
近
い
。
そ
し
て
最
も
古
い
の
は
厳
璽
授
与
系
基
本
形
（
Ａ
１
）
で
、
最
も
新
し
い
の
は
勧
遷

大
明
神
系
基
本
形
（
Ｃ
１
）
で
あ
る
が
、
幕
末
ま
で
三
系
統
基
本
形
は
併
存
し
て
い
た
。
ま
た
厳
璽
授
与
系
基
本
形
（
Ａ
１
）
は
社
中
三

者
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
基
本
形
（
Ｂ
１
）
と
勧
遷
大
明
神
系
基
本
形
（
Ｃ
１
）
は
秦
氏
の
み
で
用
い
ら

れ
て
い
た
。
秦
氏
諸
家
全
体
で
は
三
系
統
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
系
統
が
変
遷
し
た
家
と
し
な
か
っ
た
家
が
存
在
し
、
一
様
で

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
発
給
数
は
厳
璽
授
与
系
基
本
形
（
Ａ
１
）
が
最
も
多
く
、
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
基
本
形
（
Ｂ
１
）
が
最
も
少
な
い

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
本
文
の
系
統
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
た
。
他
に
題
目
や

日
の
表
記
、
法
量
に
つ
い
て
も
論
じ
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
疑
義
の
あ
る
固
有
名
を
伴
っ
た
正
一
位
稲
荷
大
明
神
の
安
鎮
証
書
が
作
成
さ

れ
続
け
た
こ
と
、
日
の
表
記
は
稲
荷
大
明
神
に
ち
な
ん
だ
「
豊
日
」
が
多
か
っ
た
こ
と
、
視
覚
的
に
権
威
を
高
め
る
た
め
か
、
一
部
の
安

鎮
証
書
で
一
八
六
〇
年
代
に
大
型
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。

第
三
節
で
は
安
鎮
証
書
と
一
連
の
関
係
に
あ
る
安
鎮
幣
料
定
式
と
請
証
を
取
り
上
げ
、
少
な
く
と
も
前
者
に
つ
い
て
は
安
鎮
証
書
の
様

式
と
は
対
照
的
に
、
社
中
三
者
で
ほ
ぼ
共
通
の
も
の
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
ま
た
祭
式
は
安
価
な
「
略
祀
式
」
が
多
か
っ

た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
安
鎮
証
書
の
様
式
を
中
心
に
江
戸
時
代
の
伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
新
た
な
考
え
方
を
示
し
た

が
、
い
く
つ
か
課
題
も
残
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
秦
氏
の
一
部
で
厳
璽
授
与
系
（
Ａ
系
）
→
勧
遷
大
明
神
安
鎮
系
（
Ｂ
系
）
→
勧
遷
大
明

神
系
（
Ｃ
系
）
と
変
遷
を
遂
げ
た
理
由
や
、
逆
に
荷
田
氏
や
愛
染
寺
で
は
一
貫
し
て
厳
璽
授
与
系
（
Ａ
系
）
を
用
い
続
け
た
理
由
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
、
ま
た
寛
保
期
よ
り
前
の
伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮
証
書
の
存
在
の
有
無
を
突
き
止
め
、
存
在
し
た
場
合
に
は
寛
保
期
以
降
の

既
知
の
様
式
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
安
鎮
証
書
研
究
ひ
い
て
は

稲
荷
大
明
神
研
究
の
深
化
に
は
必
要
と
言
え
る
。
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表

伏
見
稲
荷
社
の
安
鎮
証
書
の
発
給
者
別
記
載
内
容
一
覧
（
江
戸
時
代
）

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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家

年
月
日

西
暦

題
目

勧
請
先

肩
書

発
給
者

勧
請
の
内
容

法
量

出
典

西大西家
天
明
七
年

仲
春
吉
辰
一
七
八
七
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
事

武
州
比
企
郡
月

輪
邑
住
大
塚
家

鎮
守
祠

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
本

宮
惣
官
社

務
神
主

従
三
位
秦
親

臣

右
於
当
社
雖
為
奥
秘
、
其
志
願
有
年
矣
、

今
復
頻
因
懇
望
奉
勧
遷
大
明
神
於
〔
勧
請

先
省
略
〕
者
也
、
神
璽
到
日
宜
祓
除
其
祠

而
永
世
奉
安
鎮
也
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信

者
、
家
運
長
久
万
福
可
有
守
護
者
也

Ｂ
1

―

正
一
位

119
頁

文
政
八
年

正
月
吉
辰
一
八
二
五
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

江
戸
乙
羽
町
三

丁
目
井
上
七
十

郎
主
志
願

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
本

宮
神
主
家

正
四
位
下
行

相
模
守
秦
宿

祢
親
宇

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
略
祀
式
令

修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先

省
略
〕
斎
場
矣
、
無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、

豊
饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

約45㎝
×
約34㎝
歴
彩
館

290

嘉
永
七
年

九
月

一
八
五
四
同
前

清
水
谷
殿
境
地

（
京
都
）

神
主
家

正
四
位
下
行

相
模
守
秦
宿

祢
親
篤

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
令
懇
望
給
神
事

令
修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
〔
勧
請
先
省

略
〕
之
斎
場
矣
、
無
怠
祭
祀
於
令
尊
信
給

者
、
御
家
門
延
長
万
幸
可
有
守
護
者

Ｃ
1

約45㎝
×
約33㎝
歴
彩
館

209

安
政
六
年

十
一
月

一
八
五
九
同
前

中
園
殿
境
地

（
京
都
）

本
宮
正
祝
同
前

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
令
懇
望
給
神
事

令
修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
〔
勧
請
先
省

略
〕
之
斎
祠
矣
、
無
怠
祭
祀
於
令
尊
信
給

者
、
家
門
延
長
万
幸
可
有
守
護
者

Ｃ
1

約45㎝
×
約33㎝
歴
彩
館

210

元
治
元
年

九
月

一
八
六
四
同
前

肥
前
国
佐
嘉
北

原
村
慈
音
院
之

斎
祠

本
宮
神
主

家

同
前

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
准
中
祀
式

令
修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請

先
省
略
〕
斎
場
矣
、
無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、

豊
饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

約60㎝
×
約42㎝
歴
彩
館

940
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西大西家
慶
応
四
年

六
月

一
八
六
八
同
前

宇
治
田
原
郷
之

口
今
西
又
治
郎

清
地
祠
（
山
城

国
綴
喜
郡
）

城
州
紀
伊

郡
本
宮
祠

官

正
四
位
下
行

相
模
守
秦
宿

祢
親
真

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
本
祀
式
令

修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先

省
略
〕
斎
場
矣
、
無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、

豊
饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

約57㎝
×
約45㎝
歴
彩
館

945

東大西家
寛
延
二
年

歳
次
己
巳

二
月
豊
日
一
七
四
九
同
前

横
山
宇
右
衛
門

（
武
蔵
国
豊
島

郡
下
落
合
村
）
権
祝

従
四
位
下
行

下
総
守
秦
親

方
宿
祢

右
雖
為
本
山
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
礼
祭
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

新
宿

天
明
三
年

八
月
吉
旦
一
七
八
三
同
前

武
州
比
企
郡
羽

尾
村
飯
塚
家

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
本

宮
祠
官

従
四
位
下
行

下
総
守
秦
親

業

右
於
当
社
雖
為
奥
秘
、
其
主
之
志
願
有
年

矣
、
今
復
頻
因
懇
望
奉
勧
遷
大
明
神
於
其

清
地
〔
勧
請
先
省
略
〕
者
也
、
神
璽
到
日

宜
祓
除
其
祠
而
永
世
奉
安
鎮
也
、
祭
祀
無

怠
於
尊
信
者
、
豊
饒
万
福
可
有
守
護
者
也

Ｂ
1

―

正
一
位

116
頁

寛
政
五
年

二
月
吉
辰
一
七
九
三
同
前

相
州
大
住
郡
豊

田
村
中
川
家
尊

神

山
城
国
紀

伊
郡
稲
荷

惣
本
宮
神

主

正
四
位
下
行

下
総
守
秦
宿

祢
親
業

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
太
略
祀
式

修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先

省
略
〕
斎
祠
矣
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
者
、

豊
饒
万
福
可
有
守
護
者
也

Ｃ
1

―

平
塚

441
頁

文
化
八
年

九
月
吉
辰
一
八
一
一
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
事

相
州
大
住
郡
八

幡
村
惣
氏
子
中

志
願

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
本

宮
祠
官

従
四
位
下
行

下
総
守
秦
宿

祢
親
寔

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
小
祀
式
令

修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先

省
略
〕
斎
場
矣
、
無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、

豊
饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

―

平
塚

442
頁

文
政
元
年

六
月
吉
旦
一
八
一
八
同
前

越
後
国
魚
沼
郡

須
原
村
目
黒
氏

之
鎮
守

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
惣

本
宮
祠
官

従
四
位
上
行

下
総
守
秦
宿

祢
親
寔

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
略
祀
式
修

行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省

略
〕
斎
場
矣
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
、
豊
饒

万
福
可
有
守
護
者
也

Ｃ
1

約46㎝
×
約33㎝
個
人
蔵



江
戸
時
代
の
正
一
位
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東大西家
天
保
十
四

年
二
月
九

日
初
午

一
八
四
三
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

安
房
国
朝
夷
郡

白
浜
郷
原
村
三

峰
山
杖
珠
禅
院

現
住
超
音
師
志

願

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
本

宮
神
主

正
四
位
下
行

下
総
守
秦
宿

祢
親
典

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
神
事
修
行

奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省

略
〕
斎
場
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
者
、
寺
門

繁
栄
豊
饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

―

白
浜

97
頁

文
久
三
年

七
月

一
八
六
三

正
一
位
瘡

守
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

武
蔵
国
入
間
郡

田
波
目
村
野
口

庄
五
郎
志
願

本
宮
神
主

家

正
四
位
下
行

下
総
守
秦
宿

祢
親
禎

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
神
事
修
行

奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省

略
〕
斎
場
矣
、
祭
祀
無
怠
於
尊
信
者
、
豊

饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

―

埼
玉

748
頁

秡川家
宝
暦
三
年

酉
二
月
豊

日

一
七
五
三
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

伝
兵
衛
（
武
蔵

国
多
摩
郡
大
沼

田
新
田
）

社
司

正
五
位
下
行

佐
渡
守
秦
宿

祢
直
知

右
雖
為
本
山
之
奥
秘
、
各
別
之
依
願
望
、

小
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
礼
祭
慎

之
莫
怠
也

Ａ
1

―

朱
53
号

104
頁

明
和
七
年

十
一
月
豊

日

一
七
七
〇
同
前

武
州
足
立
郡
高

畑
村
之
社

山
城
国
紀

伊
郡
稲
荷

本
宮
社
司

正
四
位
下
行

佐
渡
守
秦
宿

祢
直
親

右
雖
為
当
社
之
奥
秘
、
各
別
之
依
志
願
、

奉
勧
遷
大
明
神
〔
勧
請
先
省
略
〕、
祭
祀

慎
之
於
無
怠
者
、
永
世
其
地
繁
栄
可
有
守

護
者
也

Ｃ
2

―

埼
玉

747
頁

天
明
三
卯

年
九
月
豊

日

一
七
八
三
同
前

駿
河
国
駿
東
郡

柳
沢
村
村
中
、

三
郎
右
衛
門
、

万
右
衛
門
、
権

右
衛
門

山
城
国
紀

伊
郡
稲
荷

本
宮
祠
官

正
五
位
下
佐

渡
守
秦
宿
祢

親
益

右
雖
為
当
社
之
奥
秘
、
各
別
之
依
願
望
、

奉
勧
遷
大
明
神
者
也
、
神
璽
慎
之
祭
祀
於

無
怠
者
、
永
其
家
安
全
繁
栄
可
有
守
護
者

也

Ｃ
3

―

正
一
位

170
頁

寛
政
十
二

年
庚
申
二

月
豊
日

一
八
〇
〇
同
前

総
州
葛
飾
郡
舟

橋
猟
師
町
天
王

坊
宅
祠

山
城
国
紀

伊
郡
稲
荷

惣
本
宮
祠

官

正
四
位
下
行

佐
渡
守
秦
宿

祢
親
益
、
従

五
位
上
壱
岐

守
秦
親
資

於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
略
祀
式
修
行

奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省

略
〕
斎
祠
矣
、
祭
祀
無
於
怠
尊
信
者
、
豊

饒
万
福
可
有
守
護
者
也

Ｃ
1

―

朱
31
号

161
頁
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安田家
慶
応
三
年

十
月

一
八
六
七
同
前

江
州
蒲
生
郡
八

幡
社
内
高
木
亦

十
郎
志
願

本
宮
祠
官
正
五
位
下
阿

波
守
秦
宿
祢

親
俊

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
依
懇
望
神
事
令
修

行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省

略
〕
斎
場
矣
、
無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、
豊

饒
万
福
可
有
守
護
者

Ｃ
1

約46㎝
×
約33㎝
個
人
蔵

松本家
明
和
五
戊

子
歳
二
月

豊
日

一
七
六
八
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮

武
州
崎
玉
郡
麦

倉
村
源
左
衛
門

殿
志
願

城
州
紀
伊

郡
本
山
社

司

従
四
位
上
松

本
筑
後
守
秦

為
（
勝
）

右
今
度
依
〔
勧
請
先
省
略
〕、
奉
修
封
当

社
、
神
霊
而
許
授
焉
、
慎
尊
信
不
可
有
怠

慢
者
也

Ａ
4

―

埼
玉

673
頁

寛
政
八
年

八
月
豊
日
一
七
九
六
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

武
州
入
間
郡
小

谷
田
根
岸
村
高

山
勘
七

城
州
紀
伊

郡
本
宮
祠

官

正
四
位
下
行

筑
後
守
秦
宿

祢
為
房

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

埼
玉

855
頁

寛
政
九
年

十
二
月
豊

日

一
七
九
七
同
前

甲
斐
国
鶴
郡
松

山
村
早
川
仁
兵

衛

同
前

同
前

同
前

Ａ
1

―

正
一
位

47
頁

文
化
元
年

十
二
月
豊

日

一
八
〇
四
同
前

武
州
入
間
郡
竹

間
沢
村
氏
子
中
同
前

同
前

同
前

Ａ
1

―

三
芳
史

512
頁

文
化
六
年

八
月
豊
日
一
八
〇
九
同
前

東
蝦
夷
地
オ
サ

ツ
ヘ
村
鎮
守

同
前

同
前

同
前

Ａ
1

―

南
茅
部

629
頁

天
保
四
年

正
月
豊
日
一
八
三
三
正
一
位
玉

本
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

武
蔵
国
多
摩
郡

世
田
谷
領
猪
方

村
、
願
主
栗
原

寅
松
、
別
当
玉

泉
寺
法
室

山
城
国
紀

伊
郡
本
宮

正
官

正
四
位
下
行

筑
後
守
秦
宿

祢
為
縞

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
格
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

狛
江

315
頁

万
延
元
年

霜
月
豊
日
一
八
六
〇
正
一
位
光

玉
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

皇
都
下
立
売
堀

川
東
江
入
薮
田

由
兵
衛

城
州
紀
伊

郡
本
宮
祠

官

正
四
位
下
行

筑
後
守
秦
宿

祢
為
邑

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
格
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

無
怠
也

Ａ
1

約45㎝
×
約33㎝
歴
彩
館

939
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鳥居南家
明
和
八
年

十
一
月
豊

日

一
七
七
一
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

榎
本
弥
左
衛
門

（
武
蔵
国
入
間

郡
川
越
）

稲
荷
本
山

神
主

正
四
位
下
和

泉
守
秦
宿
祢

高
利

右
者
雖
為
本
山
之
奥
秘
、
各
別
之
因
懇

望
、
小
祀
式
条
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
礼

祭
慎
莫
怠
也

Ａ
1

―

埼
玉

747
頁

文
久
三
亥

年
六
月
吉

辰

一
八
六
三

正
一
位
大

田
森
稲
荷

大
明
神
安

鎮
之
事

肥
前
佐
嘉
大
田

村
慈
広
寺
渕
龍

鎮
守
祠

城
州
紀
伊

郡
惣
本
宮

祠
官

正
四
位
下
行

和
泉
守
秦
宿

祢
高
胤

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
其
主
之
志
願
有
年

矣
、
今
復
頻
依
懇
望
小
祀
式
修
封
之
奉
勧

遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先
省
略
〕
鎮

守
者
也
、
神
璽
到
日
宜
祓
除
其
祠
永
世
奉

安
鎮
也
、
祭
祀
莫
怠
於
尊
信
者
、
諸
願
成

畢
、
幸
福
可
有
守
護
者
也

Ｂ
1

約60㎝
×
約41㎝
歴
彩
館

941

中津瀬家
寛
政
十
二

年
初
夏
吉

辰

一
八
〇
〇
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

上
野
国
佐
位
郡

下
触
邑
須
藤
家

鎮
守
尊
神

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
本

宮
正
官
上

神
主

正
四
位
下
行

陸
奥
守
秦
忠

熙

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
因
懇
望
略
祀
式
令

修
行
奉
勧
遷
大
明
神
於
其
清
地
〔
勧
請
先

省
略
〕
斎
祠
、
無
怠
祭
祀
於
尊
信
者
、
豊

饒
万
福
可
有
守
護
者
也

Ｃ
1

―

正
一
位

52
頁

森家
寛
政
九
歳

仲
春
豊
日
一
七
九
七
同
前

武
蔵
国
比
企
郡

月
輪
村
鎮
守
祠

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
惣

本
宮
祠
官

正
四
位
下
行

三
河
権
守
秦

宿
祢
公
府

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
其
主
之
志
願
有
年

矣
、
今
復
頻
依
懇
望
奉
勧
遷
大
明
神
於
其

清
地
〔
勧
請
先
省
略
〕
者
也
、
神
璽
到
日

宜
祓
除
其
祠
而
永
世
奉
安
鎮
也
、
祭
祀
無

怠
於
尊
信
者
、
其
家
繁
栄
豊
饒
万
幸
可
有

守
護
者
也

Ｂ
1

―

正
一
位

119
頁

文
化
六
歳

季
秋
豊
日
一
八
〇
九
同
前

京
都
東
洞
院
通

仏
光
寺
上
ル
古

沢
家
主
尊
敬
鎮

守
之
祠

城
州
紀
伊

郡
稲
荷
惣

本
宮
正
官

神
主

正
四
位
下
行

参
河
守
秦
宿

祢
公
府

右
於
本
宮
雖
為
奥
秘
、
其
主
之
志
願
有
年

矣
、
今
復
頻
依
懇
望
奉
勧
遷
大
明
神
於
其

清
地
〔
勧
請
先
省
略
〕
者
也
、
神
璽
到
日

宜
祓
除
其
祠
而
永
世
奉
安
鎮
也
、
祭
祀
無

怠
於
尊
信
者
、
其
家
繁
栄
豊
饒
万
幸
可
有

守
護
者

Ｂ
1

約50㎝
×
約35㎝
個
人
蔵
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東羽倉家
寛
保
二
年

歳
次
壬
戌

正
月
豊
日
一
七
四
二
同
前

御
竹
蔵
鎮
守
稲

荷
大
明
神
（
武

蔵
国
本
所
）

正
官
御
殿

預

従
四
位
下
行

摂
津
守
荷
田

信
名
宿
祢

右
雖
為
本
山
之
奥
秘
、
依
〔
勧
請
先
省
略
〕

願
望
、
略
式
修
封
之
厳
璽
授
与
焉
、
礼
祭

慎
而
莫
怠
也

Ａ
2

―

墨
田

32
頁

寛
延
二
年

歳
次
己
巳

二
月
豊
日
一
七
四
九
同
前

武
州
崎
玉
郡
向

川
辺
領
中
渡
村

中
、
別
当
法
輪

寺

同
前

従
四
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
名

右
本
山
之
奥
秘
、
而
不
他
家
之
所
知
故
、

容
易
不
許
修
封
之
、
然
〔
勧
請
先
省
略
〕

常
崇
敬
当
社
異
于
他
、
且
不
遠
千
里
、
而

請
本
山
之
神
霊
安
鎮
、
因
封
厳
璽
以
許
授

焉
、
礼
祭
慎
之
莫
怠
也

Ａ
3

―

埼
玉

748
頁

安
永
元
年

十
二
月
豊

日

一
七
七
二
同
前

武
州
多
摩
郡
廻

田
村
東
平
山
別

当
宝
殊
寺

同
前

正
五
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
郷

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

朱
53
号

102
頁

寛
政
八
年

十
月
豊
日
一
七
九
六
正
一
位
長

蔵
稲
利
五

社
大
明
神

安
鎮
之
事

上
野
国
群
馬
郡

中
泉
村
鎮
守

本
宮
正
官
正
四
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
郷

右
本
宮
之
奥
秘
而
所
以
猥
警
修
封
之
、
雖

然
高
崎
侯
之
家
士
依
祈
願
、
今
般
為
〔
勧

請
先
省
略
〕、
請
安
鎮
本
宮
之
神
霊
、
因

慎
本
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
永
無

怠
慢
奉
祭
祀
、
可
為
武
運
長
久
村
中
安
全

繁
栄
之
鎮
護
者
也

Ａ
5

―

朱
31
号

163
頁

寛
政
八
年

十
月
豊
日
一
七
九
六
正
一
位
久

次
郎
稲
利

大
明
神
安

鎮
之
事

上
野
国
群
馬
郡

中
泉
村
鎮
守
願

主
惣
代
外
池
忠

之
助

同
前

同
前

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

小
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎

之
莫
怠
也

Ａ
1

―

朱
31
号

163
頁

寛
政
八
年

十
月
豊
日
一
七
九
六

正
一
位
出

世
泉
稲
利

五
社
大
明

神
安
鎮
之

事

上
野
国
群
馬
郡

中
泉
村
鎮
守

同
前

正
四
位
行
摂

津
守
荷
田
宿

祢
信
郷

右
本
宮
奥
秘
而
不
他
家
之
所
知
所
以
猥
警

封
之
、
雖
然
高
崎
侯
之
家
士
依
祈
願
、
今

般
為
〔
勧
請
先
省
略
〕、
請
安
鎮
本
宮
之
神

霊
、
因
慎
修
唯
一
大
行
事
大
祀
式
極
位
神

霊
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
永
無
怠
慢
奉
祭
祀
、

可
為
武
運
長
久
村
中
繁
栄
之
鎮
護
者
也

Ａ
5

―

朱
31
号

164
頁



江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）

―23―

東羽倉家
寛
政
八
年

十
月
豊
日
一
七
九
六
正
一
位
久

蔵
稲
利
五

社
大
明
神

安
鎮
之
事

上
野
国
群
馬
郡

中
泉
村
鎮
守

同
前

同
前

右
本
宮
之
奥
秘
而
所
以
猥
警
修
封
之
、
雖

然
高
崎
侯
之
家
士
依
祈
願
、
今
般
為
〔
勧

請
先
省
略
〕、
請
安
鎮
本
宮
之
神
霊
、
因

慎
本
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
永
無

怠
慢
奉
祭
祀
、
可
為
武
運
長
久
村
中
繁
栄

之
鎮
護
者
也

Ａ
5

―

朱
31
号

164
頁

享
和
三
年

三
月
豊
日
一
八
〇
三
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

野
州
塩
谷
郡
宝

積
寺
村
小
岑
佐

右
衛
門

正
官
御
殿

預

正
四
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
邦

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

高
根
沢

318
頁

文
化
二
年

二
月
豊
日
一
八
〇
五
同
前

江
州
栗
田
郡
手

原
村
氏
子
中

同
前

同
前

同
前

Ａ
1

―

朱
60
号

56
頁

文
政
三
九

月
豊
日

一
八
二
〇
同
前

武
州
入
間
郡
金

子
郷
中
神
村
森

田
育
庵

本
宮
正
官
従
五
位
上
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
純

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
因
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

埼
玉

856
頁

文
政
八
年

二
月
豊
日
一
八
二
五
同
前

武
州
川
越
谷
中

村
正
円
寺

同
前

正
五
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
純

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

埼
玉

837
頁

天
保
九
戌

年
十
月
豊

日

一
八
三
八
同
前

願
主
住
屋
貞
右

衛
門
（
安
芸
国

安
芸
郡
熊
野
村
)
同
前

従
四
位
上
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
純

同
前

Ａ
1

―

住
屋

31
頁

弘
化
二
己

巳
年
七
月

豊
日

一
八
四
五
同
前

下
総
国
葛
飾
郡

天
野
村
諏
訪
武

平

日
本
惣
本

宮
正
官

正
四
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
純

同
前

Ａ
1

―

正
一
位

47
頁

嘉
永
六
丑

年
二
月
豊

日

一
八
五
三
正
一
位
虎

尾
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

勢
州
山
田
西
村

兵
太
夫
内
、
西

村
一
作

同
前

正
四
位
下
摂

津
守
荷
田
宿

祢
信
純

同
前

Ａ
1

―

朱
36
号

86
頁



―24―

東羽倉家
安
政
四
巳

年
後
五
月

豊
日

一
八
五
七
正
一
位
小

田
浜
稲
荷

大
明
神
安

鎮
之
事

奥
州
箱
館
小
田

浜
村
中
、
セ
話

方
市
右
衛
門

同
前

正
四
位
下
行

摂
津
守
荷
田

宿
祢
信
純

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

大
略
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀

慎
之
莫
怠
也

Ａ
1

―

南
茅
部

631
頁

慶
応
元
年

後
五
月
豊

日

一
八
六
五
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事
長
崎
万
屋
町
愛

谷
富
之
助

正
官
御
殿

預

従
五
位
下
行

摂
津
守
荷
田

信
義

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

小
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎

之
莫
怠
也

Ａ
1

約58㎝
×
約42㎝
歴
彩
館

943

西羽倉家
文
化
七
年

正
月
廿
三

日

一
八
一
〇
正
一
位
稲

荷
五
社
大

明
神
安
鎮

之
事

武
州
入
間
郡
金

子
郷
中
神
村
浅

見
基
次
郎
殿
鎮

守

本
宮
正
官

惣
目
代

正
四
位
下
行

伯
耆
守
荷
田

宿
祢
信
賢

右
本
宮
之
奥
秘
而
所
以
猥
警
修
封
之
也
、

雖
然
今
般
為
〔
勧
請
先
省
略
〕、
請
安
鎮

本
宮
之
神
霊
、
因
謹
而
本
祀
式
修
封
之
厳

璽
令
授
与
焉
、
永
奉
祭
祀
無
怠
、
可
為
其

所
安
全
長
久
繁
栄
之
鎮
護
者
也

Ａ
5

―

埼
玉

855
頁

文
化
十
年

後
十
一
月

豊
日

一
八
一
三
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
事

取
次
吉
野
勘
兵

衛
、
武
州
入
間

郡
根
岸
村
神
山

与
兵
衛

本
宮
正
官
同
前

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

略
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎
之

莫
怠
也

Ａ
1

―

埼
玉

855
頁

万
延
元
年

四
月
豊
日
一
八
六
〇
正
一
位
久

継
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

京
師
高
倉
通
竹

屋
町
上
上
島
七

郎
兵
衛

正
官
目
代
正
五
位
下
行

伯
耆
守
荷
田

信
度

同
前

Ａ
1

約48㎝
×
約35㎝
歴
彩
館

942

文
久
元
年

三
月
豊
日
一
八
六
一
正
一
位
館

山
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

越
前
国
府
中
丹

生
郡
大
王
村
、

三
崎
村
両
御
中
同
前

従
四
位
下
行

伯
耆
守
荷
田

宿
祢
信
度

右
雖
為
本
宮
之
奥
秘
、
依
各
別
之
願
望
、

中
祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
焉
、
祭
祀
慎

之
莫
怠
也

Ａ
1

―

福
井

愛染寺
寛
政
八
丙

辰
八
月

一
七
九
六
正
一
位
倉

田
稲
荷
大

明
神
安
鎮

事

遠
州
引
佐
郡
田

沢
村
、
別
所
村

惣
氏
子
中

皇
都
稲
荷

本
願
愛
染

寺

龍
琛

右
雖
為
本
山
奥
秘
、
異
他
頻
依
願
望
、
厳

璽
令
授
与
之
了
、
礼
祭
慎
莫
退
失
矣

Ａ
6

―

稲
荷
信

569
頁



江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）

―25―

愛染寺
文
化
五
戊

辰
九
月
吉

日

一
八
〇
八
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

甲
州
都
留
郡
上

暮
地
村
大
谷
仲

右
衛
門

日
本
惣
司

稲
荷
山
本

宮
愛
染
寺
興
昌

右
雖
為
本
山
奥
秘
、
異
他
頻
依
願
望
、
厳

璽
令
授
与
之
畢
、
祭
礼
永
慎
莫
怠

Ａ
6

―

正
一
位

54
頁

天
保
七
丙

申
年
正
月

吉
辰

一
八
三
六
同
前

武
蔵
国
多
摩
郡

高
木
村
宮
鍋
定

七

日
本
稲
荷

惣
本
宮
愛

染
寺

知
山

右
雖
為
本
宮
奥
秘
、
依
格
別
懇
願
、
略
式

修
封
之
厳
璽
令
授
与
之
訖
、
礼
祭
永
慎
莫

怠
慢

Ａ
1

―

朱
16
号

104
頁

天
保
十
一

庚
子
年
八

月
吉
辰

一
八
四
〇
正
一
位
新

三
席
稲
荷

大
明
神
安

鎮
之
事

但
馬
国
七
味
郡

板
仕
野
村
作
右

衛
門
、
作
蔵
、

重
助
、
与
次
兵

衛
、
御
村
中

同
前

同
前

右
雖
為
本
宮
奥
秘
、
依
格
別
懇
願
、
大
祀

式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
之
畢
、
礼
祭
永
慎

莫
怠
慢

Ａ
1

―

稲
荷
信

口
絵

天
保
十
二

辛
丑
年
二

月
吉
日

一
八
四
一
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事
武
州
秩
父
郡
上

飯
田
村
林
兵
衛
日
本
惣
本

宮
愛
染
寺
同
前

右
雖
為
本
宮
奥
秘
、
依
格
別
懇
願
、
中
式

修
封
之
厳
璽
令
授
与
之
畢
、
礼
祭
永
慎
莫

怠
慢

Ａ
1

―

埼
玉

813
頁

天
保
十
四

癸
卯
年
七

月
吉
辰

一
八
四
三
正
一
位
国

豊
稲
荷
大

明
神
安
鎮

事

武
州
秩
父
郡
薄

郷
塩
沢
村
中

日
本
稲
荷

惣
本
宮
愛

染
寺

同
前

右
雖
為
本
宮
奥
秘
、
依
格
別
懇
願
、
太
々

祀
式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
之
畢
、
礼
祭
永

慎
莫
怠
慢

Ａ
1

―

埼
玉

750
頁

天
保
十
五

甲
辰
年
二

月
吉
祥
日
一
八
四
四
正
一
位
稲

荷
大
明
神

安
鎮
之
事

勢
州
鈴
鹿
郡
関

宿
新
所
町
原
久

太
夫

同
前

同
前

右
雖
為
本
宮
奥
秘
、
依
格
別
懇
願
、
略
祀

式
修
封
之
厳
璽
令
授
与
之
畢
、
礼
祭
永
慎

莫
怠
慢

Ａ
1

―

亀
山

嘉
永
六
癸

丑
歳
二
月

初
午

一
八
五
三
同
前

武
州
入
間
郡
戸

口
村
三
田
宇
太

郎
、
取
次
龍
福

寺

日
本
稲
荷

総
本
宮
愛

染
寺

晃
順

右
雖
為
本
宮
奥
秘
、
依
格
別
懇
願
、
略
式

修
封
之
厳
璽
令
授
与
之
訖
、
礼
祭
永
慎
莫

怠
慢

Ａ
1

―

坂
戸

283
頁



※
出
典
の
「
正
一
位
」
は
『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』（
註
1
）、「
歴
彩
館
」
は
京
都
府
立
・
京
都
学
歴
彩
館
蔵
「
大
西
家
文
書
・
乙
」、「
新
宿
」
は
新
宿
区
立
新
宿

歴
史
博
物
館
所
蔵
写
真
「
区
指
定
有
形
文
化
財
中
井
御
霊
神
社
文
書
」、「
平
塚
」
は
『
平
塚
市
史
』
四
（
註
36
）、「
白
浜
」
は
『
安
房
白
浜
町
近
世
史
料
集
』
Ⅰ
（
註

38
）、「
埼
玉
」
は
『
新
編
埼
玉
県
史

資
料
編
』
一
八
（
註
16
）、「
朱
53
号
」
は
『
朱
』
第
53
号
（
註
39
）、「
朱
31
号
」
は
『
朱
』
第
31
号
（
註
27
）、「
三
芳
史
」

は
『
三
芳
町
史

史
料
編
』
Ⅰ
（
註
40
）、「
南
茅
部
」
は
『
南
茅
部
町
史
』
下
（
註
41
）、「
狛
江
」
は
『
狛
江
市
史
料
集
』
第
八
（
註
42
）、「
墨
田
」
は
『
墨
田

区
古
文
書
集
成
』
Ⅴ
（
註
43
）、「
高
根
沢
」
は
『
高
根
沢
町
史

民
俗
編
』（
註
44
）、「
朱
60
号
」
は
『
朱
』
第
60
号
（
註
31
）、「
住
屋
」
は
『
住
屋
（
世
良
）

二
代
記
』（
註
45
）、「
朱
36
号
」
は
『
朱
』
第
36
号
（
註
46
）、「
福
井
」
は
福
井
県
文
書
館
蔵
「
正
一
位
館
山
稲
荷
大
明
神
安
鎮
之
事
」（
山
内
秋
郎
家
）、「
稲
荷
信
」

は
『
稲
荷
信
仰
と
宗
教
民
俗
』（
註
5
）、「
朱
16
号
」
は
『
朱
』
第
16
号
（
註
47
）、「
亀
山
」
は
亀
山
市
歴
史
博
物
館
蔵
「
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
の
事
」（
群

馬
県
個
人
Ｉ
）、「
坂
戸
」
は
『
坂
戸
市
史

民
俗
史
料
編
』
Ⅰ
（
註
48
）、「
三
芳
民
」
は
『
三
芳
町
史

民
俗
編
』（
註
49
）、「
朱
11
号
」
は
『
朱
』
第
11
号
（
註

50
）
を
指
す
。

註
（
1
）
榎
本
直
樹
『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
七
年
）
一
四
～
一
七
頁
。

（
2
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
四
〇
頁
。
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
奉
行
所
が
稲
荷
社
家
惣
代
と
愛
染
寺
へ
下
し
た
「
申
渡
」
に
は
、

―26―

愛染寺
文
久
二
壬

戌
歳
正
月

吉
辰

一
八
六
二
同
前

摂
州
有
馬
郡
三

田
庄
寺
村
九
良

兵
衛

同
前

舜
雄

同
前

Ａ
1

―

稲
荷
信

口
絵

文
久
二
壬

戌
年
二
月

吉
辰

一
八
六
二
同
前

武
州
入
間
郡
竹

間
沢
村
氏
子
六

軒
中

同
前

同
前

同
前

Ａ
1

―

三
芳
民

580
頁

元
治
元
甲

子
年
三
月

吉
辰

一
八
六
四
正
一
位
正

平
稲
荷
大

明
神
安
鎮

之
事

武
蔵
国
江
戸
本

郷
追
分
町

同
前

同
前

同
前

Ａ
1

―

朱
11
号

口
絵



「
元
禄
以
来
愛
染
寺
へ
勧
請
頼
来
候
も
の
共
ゟ
取
置
候
書
付
数
通
有
之
内
、
正
一
位
与
書
記
候
も
有
之
、
元
禄
以
来
勧
請
致
来
候
儀
ハ
無
相
違
相
聞

候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
（
後
掲
註
（
25
）、
一
一
四
頁
）、
社
中
三
者
は
遅
く
と
も
元
禄
期
か
ら
稲
荷
大
明
神
の
分
霊
の
勧
請
を
始
め
た
と
さ
れ
る
が
、

寛
保
期
よ
り
前
の
安
鎮
証
書
は
現
時
点
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
3
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
六
、
一
三
九
頁
。

（
4
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』。

（
5
）
大
森
恵
子
『
稲
荷
信
仰
と
宗
教
民
俗
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
四
年
）。

（
6
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』
の
「
表
一

正
一
位
稲
荷
勧
請
の
文
書
」（
一
八
～
二
八
頁
）
に
は
多
数
の
安
鎮
証
書
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
発
給
者
や
勧
請
先
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
文
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
同
表
と
本
表
と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
7
）
個
人
蔵
。

（
8
）
伏
見
稲
荷
大
社
御
鎮
座
一
千
二
百
五
十
年
大
祭
奉
祝
記
念
奉
賛
会
編
『
伏
見
稲
荷
大
社
年
表
』（
同
奉
賛
会
、
一
九
六
二
年
）
六
一
～
七
六
頁
。

（
9
）
伏
見
稲
荷
大
社
御
鎮
座
千
三
百
年
史
調
査
執
筆
委
員
会
編
『
伏
見
稲
荷
大
社
御
鎮
座
千
三
百
年
史
』（
伏
見
稲
荷
大
社
、
二
〇
一
一
年
）
二
二
四
頁
。

（
10
）「
荷
田
氏
の
祠
官
列
加
入
と
神
主
家
秦
氏
」（
伏
見
稲
荷
大
社
『
朱
』
編
集
部
編
『
朱
』
第
三
四
号
別
冊
、
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
、
一
九
九
一
年
）

二
一
～
二
二
頁
。

（
11
）
菊
池
武
「
伏
見
稲
荷
大
社
本
願
所
の
成
立
と
消
長
」（
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
二
六
号
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
一
九
八
二
年
）
一
三
九
～

一
四
一
頁
。

（
12
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
四
四
～
四
五
頁
。

（
13
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
四
四
頁
。

（
14
）
ち
な
み
に
安
鎮
証
書
の
包
紙
に
は
、「
安
田
阿
波
守
」
な
ど
証
書
本
体
に
は
出
て
こ
な
い
発
給
者
の
苗
字
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

（
15
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
八
二
頁
。

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）

―27―



（
16
）
埼
玉
県
編
『
新
編
埼
玉
県
史

資
料
編
』
一
八
（
埼
玉
県
、
一
九
八
七
年
）
八
三
七
頁
。

（
17
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
七
二
～
七
六
頁
。

（
18
）
個
人
蔵
。

（
19
）
個
人
蔵
。

（
20
）
狛
江
市
編
『
狛
江
市
史
料
集
』
第
七
（
狛
江
市
、
一
九
七
七
年
）
四
三
九
頁
。

（
21
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
〇
四
頁
。

（
22
）
前
掲
註
（
16
）『
新
編
埼
玉
県
史

資
料
編
』
一
八
、
八
五
五
頁
。

（
23
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
三
四
頁
。

（
24
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
四
〇
頁
。

（
25
）「
附
・
文
化
二
年
の
社
中
・
愛
染
寺
出
入
の
奉
行
所
申
渡
」（
伏
見
稲
荷
大
社
『
朱
』
編
集
部
編
『
朱
』
第
三
五
号
別
冊
、
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
、

一
九
九
二
年
）
一
一
五
頁
。

（
26
）
京
都
府
立
・
京
都
学
歴
彩
館
蔵
「
大
西
家
文
書
・
乙
」
九
四
七
。

（
27
）
西
垣
晴
次
「
一
瓶
塚
稲
荷
縁
起
そ
の
他
」（
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
三
一
号
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
一
九
八
七
年
）
一
六
二
頁
。

（
28
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
五
三
、
五
五
頁
。

（
29
）
前
掲
註
（
1
）『
正
一
位
稲
荷
大
明
神
』、
一
〇
九
頁
。

（
30
）
前
掲
註
（
26
）「
大
西
家
文
書
・
乙
」
九
四
六
。

（
31
）
高
田
照
世
「
近
江
栗
太
郡
手
原
稲
荷
神
社
の
成
立
過
程
」（
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
六
〇
号
、
伏
見
稲
荷
大
社
、
二
〇
一
七
年
）
五
八
頁
。

（
32
）
前
掲
註
（
5
）『
稲
荷
信
仰
と
宗
教
民
俗
』、
五
八
六
～
五
八
七
頁
。

（
33
）
前
掲
註
（
10
）「
荷
田
氏
の
祠
官
列
加
入
と
神
主
家
秦
氏
」、
三
四
頁
。
前
掲
註
（
5
）『
稲
荷
信
仰
と
宗
教
民
俗
』、
五
九
二
頁
。
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（
34
）
な
お
料
金
を
納
め
る
と
、「
覚
」
と
題
し
、「
為
此
度
御
安
鎮
料
奉
納
之
処
、
目
出
度
致
神
納
候
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
領
収
書
が
発
行
さ
れ
た
こ
と

を
確
認
で
き
る
。（
厚
木
市
教
育
委
員
会
編
『
厚
木
市
史

民
俗
編
』
一
（
厚
木
市
、
二
〇
一
四
年
）
五
五
七
頁
）

（
35
）
前
掲
註
（
26
）「
大
西
家
文
書
・
乙
」
二
〇
八
。

（
36
）
平
塚
市
編
『
平
塚
市
史
』
四
（
平
塚
市
、
一
九
八
四
年
）
四
四
二
頁
。

（
37
）
前
掲
註
（
16
）『
新
編
埼
玉
県
史

資
料
編
』
一
八
、
七
四
九
頁
。

（
38
）
奥
富
敬
之
他
編
『
安
房
白
浜
町
近
世
史
料
集
』
Ⅰ
（
白
浜
町
役
場
、
一
九
八
五
年
）。

（
39
）
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
五
三
号
（
伏
見
稲
荷
大
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
40
）
三
芳
町
史
編
集
委
員
会
編
『
三
芳
町
史

史
料
編
』
Ⅰ
（
三
芳
町
、
一
九
八
六
年
）。

（
41
）
南
茅
部
町
史
編
集
室
編
『
南
茅
部
町
史
』
下
（
南
茅
部
町
、
一
九
八
七
年
）。

（
42
）
狛
江
市
編
『
狛
江
市
史
料
集
』
第
八
（
狛
江
市
、
一
九
七
八
年
）。

（
43
）
墨
田
区
教
育
委
員
会
編
『
墨
田
区
古
文
書
集
成
』
Ⅴ
（
墨
田
区
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
）。

（
44
）
高
根
沢
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
高
根
沢
町
史

民
俗
編
』（
高
根
沢
町
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
45
）
佐
々
木
勝
之
編
『
住
屋
（
世
良
）
二
代
記
』（
熊
野
町
郷
土
史
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
46
）
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
三
六
号
（
伏
見
稲
荷
大
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
47
）
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
一
六
号
（
伏
見
稲
荷
大
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
48
）
坂
戸
市
教
育
委
員
会
編
『
坂
戸
市
史

民
俗
史
料
編
』
Ⅰ
（
坂
戸
市
、
一
九
八
五
年
）。

（
49
）
三
芳
町
編
『
三
芳
町
史

民
俗
編
』（
三
芳
町
、
一
九
九
二
年
）。

（
50
）
伏
見
稲
荷
大
社
社
務
所
編
『
朱
』
第
一
一
号
（
伏
見
稲
荷
大
社
、
一
九
七
一
年
）。

（
ま
つ
も
と

ゆ
う
す
け
・
京
田
辺
市
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
主
任
）

江
戸
時
代
の
正
一
位
稲
荷
大
明
神
安
鎮
証
書
に
つ
い
て
（
松
本
）
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